
令和８年度　笠松町農業委員会総会開催予定日について

笠松町農業委員会

３条・４条・５条
許可申請書締切日

相続税の納税猶予に関する
適格者証明書締切日

　　　 令和８年４月 3月19日（木） - 4月3日（金） 4月6日 5月1日

５月 4月20日（月） - 5月8日（金） 5月11日 6月1日

６月 5月20日（水） 4月24日（金） 6月5日（金） 6月8日 7月1日

７月 6月19日（金） 5月25日（月） 7月9日（木） 7月10日 8月3日

８月 7月17日（金） 6月25日（木） 8月7日（金） 8月10日 9月1日

９月 8月20日（木） 7月24日（金） 9月4日（金） 9月7日 10月1日

１０月 9月18日（金） 8月25日（火） 10月8日（木） 10月9日 11月2日

１１月 10月20日（火） 9月25日（金） 11月6日（金） 11月9日 12月1日

１２月 11月20日（金） 10月23日（金） 12月4日（金） 12月7日 12月28日

　　　 令和９年１月 12月18日（金） 11月25日（水） 1月7日（木） 1月8日 2月1日

２月 1月20日（水） 12月25日（金） 2月4日（木） 2月5日 3月1日

３月 2月19日（金） 1月25日（月） 3月5日（金） 3月8日 3月30日

令和８年度における笠松町農業委員会の農地転用許可申請書等の締切日及び総会開催予定日、許可予定日が下記のとおりとなりました。
許可予定日にお渡し出来る許可申請は、申請書類等に不備が無かったものに限ります。

地域計画区域内の農地を農業目的外に利用（転用）する場合は地域計画の変更が必要であり、許可申請から県の許可までに約２か月～３
か月かかります。対象の農地が地域計画に含まれている農地かどうかはお早めに農業委員会へお問い合わせください。

市街化区域内の農地転用に係る農地転用届出書は随時受付をしており、２週間以内に受理通知書を交付します。

開催月
地域計画内農地に係る
４条・５条許可申請書

締切日

農業委員会
総会開催予定日

３条許可
予定日

４条許可予定日
５条許可予定日


